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ケ
ー
ス
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
事
故
に
遭
わ
な
い
ま
で
も
、
自
転
車
に

乗
車
し
な
が
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
操
作
す
る
、

音
楽
を
聴
く
、
傘
を
差
す
と
い
っ
た
行
為
や
、
こ

れ
か
ら
の
時
期
に
多
く
な
る
酒
酔
い
運
転
な
ど

つ
い
つ
い
や
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
行
動
も
多
く

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
危
険
な
違
反

行
為
と
さ
れ
、
3
年
以
内
に
2
回
以
上
検
挙
さ
れ

る
と
自
転
車
運
転
者
講
習
を
受
講
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

 

交
通
死
亡
事
故
多
発
非
常
事
態

　
宣
言
が
発
令
中

埼
玉
県
で
は
、
交
通
事
故
死
者
数
が
過
去
３
年

間
の
同
時
期
の
平
均
と
比
較
す
る
と
15
人
増
加
し

て
お
り
、
異
常
な
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

11
月
1
日
か
ら
12
月
14
日
ま
で
交
通
死
亡
事
故
多

発
非
常
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

10
月
末
現
在
、
自
転
車
事
故
の
死
者
数
が
昨
年
同

時
期
よ
り
13
人
増
加
し
て
お
り
、
全
体
の
数
を
押

し
上
げ
て
い
ま
す
。
市
内
で
は
、
前
年
同
時
期
に

比
べ
て
交
通
事
故
全
体
の
死
傷
者
は
減
少
し
て
い

ま
す
が
、
自
転
車
事
故
の
死
傷
者
の
比
率
は
増
加

し
て
お
り
、
特
に
高
齢
者
が
前
年
よ
り
9
人
増
加

し
、
24
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■

自
転
車
事
故
の
特
徴

平
成
29
年
中
に
県
内
で
起
き
た
自
転
車
死
亡
事

故
32
件
の
う
ち
、
8
割
以
上
が
自
転
車
側
に
何
ら

か
の
過
失
が
あ
っ
て
起
き
た
事
故
で
し
た
。
自
転

車
事
故
は
、
自
転
車
側
が
信
号
無
視
や
一
時
停
止

無
視
、
安
全
を
確
認
し
な
い
で
交
差
点
に
進
入
す

る
な
ど
、
交
通
ル
ー
ル
を
守
ら
ず
に
事
故
に
遭
う

■

安
心・安
全
に
自
転
車
を
利
用
す
る
た
め
に

自
転
車
は
手
軽
に
利
用
で
き
る
こ
と
か
ら
、
自

動
車
の
ド
ラ
イ
バ
ー
と
比
べ
、
利
用
者
の
安
全

ル
ー
ル
や
安
全
マ
ナ
ー
を
守
る
意
識
が
低
い
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
自
転
車
の
安
全
利
用
に
つ
い
て
、

一
度
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

▼ 

問
い
合
わ
せ
　
防
災
安
全
課
交
通
担
当
（
内
線

２
８
４
）

■

自
転
車
保
険
加
入
は
お
済
み
で
す
か

埼
玉
県
で
は
平
成
30
年
4
月
か
ら
自
転
車
保
険

へ
の
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

事
故
の
際
、
相
手
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
損
害
賠

償
の
た
め
の
保
険
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
自
転
車
保

険
」
と
い
う
名
称
が
つ
い
て
い
る
も
の
の
他
、
自

動
車
保
険
や
火
災
保
険
な
ど
に
個
人
賠
償
責
任
保

険
と
し
て
特
約
で
付
帯
で
き
る
も
の
、
整
備
点
検

を
し
た
自
転
車
に
貼
付
さ
れ
る
Ｔ
Ｓ
マ
ー
ク
付
帯

保
険
な
ど
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。
自
転
車
保
険
や

個
人
賠
償
責
任
保
険
は
保
険
の
取
扱
店
に
、
Ｔ
Ｓ

マ
ー
ク
付
帯
保
険
は
、
お
近
く
の
自
転
車
整
備
士

の
い
る
自
転
車
店
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
自

転
車
に
乗
る
と
き
は
交
通
ル
ー
ル
を
遵
守
し
、
事

故
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
が
大
切

で
す
が
、
万
が
一
相
手
に
け
が
を
負
わ
せ
て
し

ま
っ
た
と
き
に
備
え
、
自
転
車
保
険
に
加
入
し
ま

し
ょ
う
。

着
用
は
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

す
る
こ
と
で
、
被
害
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
大
人
も
自
転
車
に
乗

る
と
き
は
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

■

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
ま
し
ょ
う

平
成
29
年
中
の
全
国
の
自
転
車
死
亡
事
故
の
状

況
を
見
る
と
、
頭
部
を
損
傷
し
て
亡
く
な
っ
た
方

が
6
割
を
超
え
て
い
ま
す
。
ま
た
自
転
車
乗
車
中

の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
非
着
用
者
の
致
死
率
は
、
着
用
者

に
比
べ
て
３・
３
倍
も
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
中

学
生
ま
で
は
、
家
庭
や
学
校
で
の
啓
発
に
よ
り
着

用
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
の
年
代
で
の

　
自
転
車
は
、
道
路
交
通
法
上
、
車
両
の
一
種
で
す
。
自
転
車
は
便
利
な
乗
り
物
で

す
が
、
使
い
方
を
誤
る
と
大
き
な
事
故
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
一
人
一
人
が
交
通

ル
ー
ル
を
守
り
、
自
転
車
の
正
し
い
乗
り
方
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

ＴＳマークとは安全な自転車の証として
貼られるシールで、傷害保険と賠償責任
保険が付いています。

ＴＳマーク

　自転車に乗る時に特に守っていただきたいルー
ルとして、自転車安全利用五則が定められていま
す。埼玉県警察では、これを親しみやすいものに
するため『5Ｓｏｎｇ（ごそんぐ）』という歌にしていま
す。ぜひ聞いて、覚えて、安全に自転車を利用しま
しょう。併せて、自動車ドライバーの方も自転車の
脇を通過する際は、必ず安全な間隔をとり、自転車
の不意な動きに注意して、事故防止を図っていた
だくようお願いします。

自転車安全利用五則
1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2. 車道は左側を通行
3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4. 安全ルールを守る
 •飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
 •夜間はライトを点灯
 •交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5. 子どもはヘルメットを着用

平成29年中自転車死亡事故の要因

信号無視

ハンドル
ブレーキ操作

横断転回 優先通行妨害

一時不停止

交差点
安全進行違反

安全不確認

その他

違反なし
13%

12% 12%

16%

19%

13%

3%

6%
6%

8割以上に
過失あり

自転車、安全に乗っていますか
～自転車は車の仲間です～

平成30年度に太田中学校で実施したスケアードストレイト（交通事故の怖さを再現した交通安全教室）

インタビュー

大人用自転車ヘルメット
（手前）と子ども用自動
車ヘルメット（奥）

行田警察署 交通課長
石山雅之さん

自転車安全利用五則
啓発歌『5Song』

■

交
通
指
導
員
を
募
集
し
て
い
ま
す

児
童
の
登
下
校
時
の
保
護
・
誘
導
や
街
頭

で
の
交
通
指
導
な
ど
、
地
域
の
交
通
安
全
の

た
め
熱
意
を
持
っ
て
勤
務
し
て
い
た
だ
け
る

20
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
詳
細
は
、
防
災
安
全
課
ま
で
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

交通指導員による交通安全教室


